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経営理念

社是 大会社たらんよりは、最良の会社たらん

信条 謙虚・誠実・努力

経営
ビジョン

計測を通じ、お客様と共に社会と人の安全を実現し、
安心な未来をつくる
共和電業グループは、計測を通じてお客様と共に社会と人の安全
を実現し、安心で持続可能な未来つくりに貢献していきます。
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証券コード 6853
2023年３月13日

（電子提供措置の開始日 2023年３月７日）
株 主 各 位

東京都調布市調布ヶ丘3丁目5番地1

代表取締役社長 田 中 義 一

第76期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第76期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに
「第76期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.kyowa-ei.com/jpn/ir/library/shareholder/index.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ですが電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、2023年３
月28日（火曜日）午後５時10分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１. 開 催 の 日 時 2023年３月29日（水曜日）午前10時
２. 開 催 の 場 所 東京都調布市調布ヶ丘３丁目５番地１

株式会社共和電業 本社会議室
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３. 会議の目的事項
報 告 事 項 （1）第76期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計

算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報
告の件

（2）第76期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度の廃止に

ともなう取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する
退職慰労金打ち切り支給の件

第５号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等の額改定の件ならび
に取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制
限付株式報酬制度導入の件

第６号議案 監査等委員である取締役に対する報酬等の額改定の件
以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申し上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申し上げま
す。
◎インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有
効な行使として取り扱わせていただきます。なお、インターネットによる方法で複数回議決権行使された
場合は、最後の行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただき
ます。
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新型コロナウイルス感染防止への対応についてのお知らせ

第76期定時株主総会における新型コロナウイルスの感染予防および拡散防止に向けた当社の
対応について、以下のとおりご案内いたします。
株主の皆さまのご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

当社の対応について
● 役員および株主総会の運営スタッフは、事前に検温を実施し体調を確認のうえ、マスク着

用で対応させていただきます。
● 議長席は株主席との間隔を十分に取らせていただきます。このため、議案進行中、議長は

マスクを外させていただきます。
● 株主様の安全を第一に考え、座席間隔を広く取らせていただくため、充分なお席が確保で

きない可能性がございます。万が一お席がご用意できない場合には、何卒ご容赦いただき
ますようお願い申し上げます。

ご来場される株主様へのお願い
● 玄関において、非接触型の体温計等で体温を計測させていただきます。また、発熱が確認

された株主様、あるいは体調不良と見受けられる株主様には、運営スタッフがお声掛けさ
せていただき、入場をお控えいただくことがございますので、あらかじめご了承願います。

● ご来場される株主様におかれましては、入口における手指の消毒とマスクの着用をお願い
申し上げます。

今後の状況により、株主総会の運営方法に変更等が生じる場合には、当社ウェブサイト
（https://www.kyowa-ei.com/jpn/ir/index.html）にてお知らせしますので、ご確認いただき
ますようお願いいたします。
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以下のいずれかの方法にて、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

 

▲

郵　送

▲

インターネット

議決権行使書用紙を会場
受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に賛
否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。議決権行使書面にお
いて、議案に賛否の表示がな
い場合は、賛成の意思表示を
されたものとして取り扱わせ
ていただきます。

株主総会にご出席いただける場合 株主総会にご出席いただけない場合

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

▲

賛成の場合 ：「賛」の欄に○印▲

否認する場合：「否」の欄に○印

議決権行使書のご記入方法のご案内

第１・３～６号議案

▲

全員賛成の場合 ：「賛」の欄に○印▲

全員反対する場合：「否」の欄に○印
※  一部の候補者につき異なる意思を表示される場合は、 
当該候補者の番号をご記入ください。

第２号議案

議決権行使についてのご案内

2023年3月29日（水曜日）
午前10時

株主総会開催日時

2023年3月28日（火曜日）
午後5時10分到着分まで

議決権行使期限

次ページの案内に従って、
賛否をご入力ください。

2023年3月28日（火曜日）
午後5時10分到着分まで

議決権行使期限

見本

5
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見本
見本

見本

インターネットによる議決権行使のご案内
「スマート行使」

（スマートフォン等でQRコード®を読み取る方法） パソコン向けサイト

「スマート行使」の議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※ QRコードを読み取れるアプリケーション（または機能）が導入
　 されていることが必要です。

パソコン向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に
記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力して
ログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

サイトへ遷移できます。

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使ウェブサイト

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読

み取ってください。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

▲ みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524
（受付時間　年末年始除く午前9時～午後9時）

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力くだ
さい。

4 以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

1 議決権行使ウェブサイトに
アクセスしてください。

「次へすすむ」をクリック

2 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

「次へ」をクリック

「議決権行使コード」
を入力

3 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

「登録」をクリック

初期「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

※QRコードを再度読み取っていただくと、パソコン向け

機関投資家の皆さまへ 議決権行使の方法として、「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。
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第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項

当社は、事業基盤強化および将来の事業展開に備えるための内部留保充実を図ると共
に、株主の皆さまへの安定的かつ業績を反映した適正な利益還元を行うことを基本方針と
して以下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類

金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金13円といたしたいと存じます。
なお、配当総額は、355,407,533円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年３月30日といたします。

２．その他剰余金の処分に関する事項
内部留保につきましては、将来の事業展開に備えるための内部留保充実を図るために以

下のとおりといたしたいと存じます。
① 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 150,000,000円
② 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 150,000,000円
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）田中義一、斎藤美雄、

庄野誠一、国信 功、坂野浩義、西川清彦、高野二三夫、百瀬崇子の８氏は、本総会終結の時を
もって任期満了となります。つきましては、取締役７名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、監査等委員会から、各候補者に関する当事業年度における職務執行状況ならびに業績等

を踏まえ、当社の取締役として適任であるとの意見表明を受けております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位および担当 第76期 取締役会

出席状況

1 再 任
た な か ぎ い ち

田中 義一 代表取締役社長執行役員 100％
（15/15回）

2 再 任
さ い と う よ し お

斎藤 美雄
取締役専務執行役員
(経営管理・生産・品質部門・関連会
社統括)

100％
（15/15回）

3 再 任
しょう の せ い い ち

庄野 誠一
取締役常務執行役員
(営業・技術部門統括)

93.3％
（14/15回）

4 再 任
さ か の ひ ろ よ し

坂野 浩義
取締役上席執行役員
経営戦略室長

100％
（15/15回）

5 再 任
に し か わ き よ ひ こ

西川 清彦
取締役上席執行役員
技術本部長

100％
（15/15回）

6 再 任
た か の ふ み お

高野 二三夫
取締役上席執行役員
経営管理本部長兼財務経理部長

100％
（11/11回）

7
再 任
社 外
独 立

も も せ た か こ

百瀬 崇子 取締役 100％
（11/11回）
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候補者
番号

1
た な か ぎ い ち

田中 義一
再 任

生年月日
1957年３月27日生
取締役在任年数
12年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
100％（15/15回）
所有する当社の株式数
67,400株

略歴、当社における地位および担当
1980年４月 当社入社
2005年１月 当社総務本部人事部長
2007年１月 当社経営管理本部副本部長
2011年３月 当社取締役経営管理本部長
2015年３月 当社常務取締役経営管理本部長
2016年３月 当社常務取締役執行役員
2017年３月 当社専務取締役執行役員
2019年３月 当社代表取締役社長執行役員(現任)

取締役候補者とした理由
田中義一氏は2017年より当社専務取締役を務め、2019年より当社代表取締役社長とし
て当社グループの経営に高い手腕を発揮しております。その豊富な経験と実績に基づく
高い見識は、当社グループの中長期的な企業価値向上および持続的成長に資すると判断
したため、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者
番号

2
さ い と う よ し お

斎藤 美雄
再 任

生年月日
1959年３月27日生
取締役在任年数
10年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
100％（15/15回）
所有する当社の株式数
30,900株

略歴、当社における地位および担当
1981年４月 当社入社
2007年１月 当社内部監査室長
2008年３月 当社常勤監査役
2013年１月 当社理事

海外統括本部長
2013年３月 当社取締役海外統括本部長
2016年３月 当社取締役執行役員海外統括本部長
2019年３月 当社常務取締役執行役員海外統括本部長
2020年３月 当社常務取締役執行役員経営管理本部長
2022年１月 当社常務取締役執行役員(経営管理･生産･品質部門･関連会社統括)
2022年３月 当社取締役専務執行役員(経営管理･生産･品質部門･関連会社統括)(現任)

重要な兼職の状況
株式会社山形共和電業 代表取締役社長
共和電業(上海)貿易有限公司 董事長
KYOWA AMERICAS INC. 取締役社長
KYOWA DENGYO (THAILAND) CO.,LTD. 取締役社長

取締役候補者とした理由
斎藤美雄氏は当社内部統制部門、監査役、海外統括部門の経験を経て、現在は取締役専
務執行役員および山形共和電業の代表取締役社長、海外現地法人２社の取締役社長とし
て当社グループの経営に高い手腕を発揮しております。その豊富な経験と実績に基づく
高い見識は、当社グループの中長期的な企業価値向上および持続的成長に資すると判断
したため、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番号

3
しょう の せ い い ち

庄野 誠一
再 任

生年月日
1960年２月17日生
取締役在任年数
9年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
93.3％（14/15回）
所有する当社の株式数
26,200株

略歴、当社における地位および担当
1982年４月 当社入社
2005年１月 当社営業本部西日本営業部長
2009年１月 当社営業本部副本部長
2010年８月 当社営業本部副本部長兼海外部長
2014年３月 当社取締役東日本営業本部長
2016年１月 当社取締役営業本部長
2016年３月 当社取締役執行役員営業本部長
2020年３月 当社常務取締役執行役員営業統括兼海外営業本部長
2022年１月 当社常務取締役執行役員(営業･技術部門統括)兼海外営業本部長
2022年３月 当社取締役常務執行役員(営業･技術部門統括)兼海外営業本部長
2023年１月 当社取締役常務執行役員(営業･技術部門統括)(現任)

重要な兼職の状況
株式会社ニューテック 代表取締役社長
共和電業（上海）貿易有限公司 総経理

取締役候補者とした理由
庄野誠一氏は当社において国内および海外の営業部門責任者を歴任し、幅広い知見を有
しており、 現在は取締役常務執行役員(営業・技術部門統括)として当社グループの経営
に高い手腕を発揮しております。その豊富な経験と実績に基づく高い見識は、当社グル
ープの中長期的な企業価値向上および持続的成長に資すると判断したため、引き続き取
締役候補者といたしました。
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候補者
番号

4
さか の ひろ よし

坂野 浩義
再 任

生年月日
1963年11月22日生
取締役在任年数
2年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
100％（15/15回）
所有する当社の株式数
19,600株

略歴、当社における地位および担当
1986年４月 当社入社
2013年７月 当社海外統括本部海外販売戦略室長
2016年１月 当社海外統括本部副本部長
2017年１月 当社技術本部副本部長
2019年４月 当社執行役員技術本部副本部長
2020年１月 当社執行役員経営戦略室長
2021年３月 当社取締役執行役員経営戦略室長
2022年３月 当社取締役上席執行役員経営戦略室長(現任)

重要な兼職の状況
タマヤ計測システム株式会社 代表取締役社長

取締役候補者とした理由
坂野浩義氏は当社海外統括部門、技術部門の責任者を歴任し、幅広い知見を有してお
り、現在は取締役経営戦略室長として当社グループの経営に高い手腕を発揮しておりま
す。その豊富な経験と実績に基づく高い見識は、当社グループの中長期的な企業価値向
上および持続的成長に資すると判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者
番号

5
にし かわ きよ ひこ

西川 清彦
再 任

生年月日
1964年２月23日生
取締役在任年数
2年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
100％（15/15回）
所有する当社の株式数
22,800株

略歴、当社における地位および担当
1986年４月 当社入社
2015年１月 当社技術本部車両重量機器開発プロジェクトチーム部長
2017年１月 当社生産本部副本部長兼生産技術部長
2019年１月 当社品質管理本部副本部長
2019年４月 当社執行役員品質管理本部長
2021年１月 当社執行役員技術本部長
2021年３月 当社取締役執行役員技術本部長
2022年３月 当社取締役上席執行役員技術本部長(現任)

取締役候補者とした理由
西川清彦氏は当社技術部門、生産部門、品質管理部門の責任者を歴任し、幅広い知見を
有しており、現在は取締役技術本部長として当社グループの経営に高い手腕を発揮して
おります。その豊富な経験と実績に基づく高い見識は、当社グループの中長期的な企業
価値向上および持続的成長に資すると判断したため、引き続き取締役候補者といたしま
した。
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候補者
番号

6
た か の ふ み お

高野 二三夫
再 任

生年月日
1961年２月１日生
取締役在任年数
1年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
100％（11/11回）
所有する当社の株式数
22,700株

略歴、当社における地位および担当
1983年４月 当社入社
2009年１月 当社経営管理本部経理部長
2011年１月 当社経営管理本部副本部長兼経理部長
2015年１月 当社経営管理本部副本部長兼経理部長兼人事・総務部長
2017年４月 当社執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長
2018年１月 当社執行役員経営管理本部副本部長兼企画･経理部長
2022年１月 当社執行役員経営管理本部長兼財務経理部長
2022年３月 当社取締役上席執行役員経営管理本部長兼財務経理部長(現任)

取締役候補者とした理由
高野二三夫氏は当社経営管理部門の責任者を歴任し、幅広い知見を有しており、現在は
取締役経営管理本部長として当社グループの経営に高い手腕を発揮しております。その
豊富な経験と実績に基づく高い見識は、当社グループの中長期的な企業価値向上および
持続的成長に資すると判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者
番号

7
も も せ た か こ

百瀬 崇子
再 任 社 外 独 立

生年月日
1977年２月13日生
取締役在任年数
1年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
100％（11/11回）
所有する当社の株式数
0株

略歴、当社における地位および担当
2011年12月 弁護士登録
2014年12月 髙橋法律税務事務所入所
2022年３月 当社取締役(現任)
2022年６月 矢吹法律事務所入所(現任)

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
百瀬崇子氏は弁護士として専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の取締役会に
おける意思決定の透明性確保ならびに取締役会の監督機能の強化を図るうえで適任と判
断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる職務の執行

に関する責任および当該責任の追及に係る請求による損害を当該保険契約により填補することとしており
ます。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

３. 取締役高野二三夫氏および百瀬崇子氏は、2022年3月30日開催の第75期定時株主総会において選任され
就任いたしました。なお、就任後に開催された取締役会は11回であります。

４. 百瀬崇子氏は、社外取締役候補者であります。
５. 当社は百瀬崇子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま

す。
６. 百瀬崇子氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第425条第1項の最低責任限度額を当社に対す

る責任限度とする責任限定契約を継続する予定であります。
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第3号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役和田敏氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査等委

員である取締役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

１
か き ざ き ま さ き

柿崎 正樹
新 任 社 外 独 立

生年月日
1959年４月22日生
所有する当社の株式数
0株

略歴、当社における地位および担当
1982年４月 株式会社山形銀行入行
2013年６月 同行取締役監査部長
2015年６月 同行常勤監査役
2016年６月 同行取締役常勤監査等委員
2019年６月 山銀リース株式会社代表取締役社長(現任)

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
柿崎正樹氏はこれまで株式会社山形銀行常勤監査役および山銀リース株式会社代表取締
役社長を歴任されるなど、企業経営者としての豊富な経験や見識および財務・会計に関
する相当程度の知見を有しており、当社の取締役会における意思決定の透明性確保なら
びに取締役会の監督機能の強化を図るうえで適任と判断したため、監査等委員である社
外取締役候補者といたしました。

（注）１．柿崎正樹氏は社外取締役候補者であります。同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は柿崎正樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる職務の執行

に関する責任及び当該責任の追及に係る請求による損害を当該保険契約により填補することとしておりま
す。柿崎正樹氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

４．柿崎正樹氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第425条第1項の最低責任限度額を当社に対する
責任限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
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第４号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員
退職慰労金制度の廃止にともなう取締役(社外取締
役および監査等委員である取締役を除く)に対する退職慰労
金打ち切り支給の件

１．退職慰労金の贈呈
取締役国信功氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、

在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈
いたしたく存じます。なお、退任取締役に対する退職慰労金は、本招集ご通知32頁から33
頁に記載の当社取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に沿うものであり、その内容
は相当であります。

２．退職慰労金打ち切り支給の件
当社は、2023年2月20日開催の取締役会において、役員報酬体系の見直しの一環として、

役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって、廃止することを決議いたしました。
これにともない、第２号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く)７名選任の件」が

原案どおり承認可決されることを条件として、対象の取締役６名に対して、それぞれ本総会
終結の時までの在任期間に対する功労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲内に
おいて、退職慰労金を打ち切り支給いたしたいと存じます。なお、退任取締役に対する退職
慰労金は、本招集ご通知32頁から33頁に記載の当社取締役会が決定した取締役の報酬等の
決定方針に沿うものであり、その内容は相当であります。

３．支給の時期・方法
退職慰労金の贈呈および退職慰労金打ち切り支給の時期につきましては、各取締役の退任

時とし、具体的な金額および方法等につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じま
す。
なお、退任取締役の略歴および退職慰労金打ち切り支給の対象となる取締役の略歴は、次

のとおりであります。
退任取締役

氏 名 略 歴

くにのぶ いさお

国信 功
2020年３月 当社取締役
2022年３月 当社取締役上席執行役員(現任)
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退職慰労金打ち切り支給の対象となる取締役
氏 名 略 歴

たなか ぎいち

田中 義一

2011年３月 当社取締役
2015年３月 当社常務取締役
2016年３月 当社常務取締役執行役員
2017年３月 当社専務取締役執行役員
2019年３月 当社代表取締役社長執行役員(現任)

さいとう よしお

斎藤 美雄

2013年３月 当社取締役
2016年３月 当社取締役執行役員
2019年３月 当社常務取締役執行役員
2022年３月 当社取締役専務執行役員(現任)

しょうの せいいち

庄野 誠一

2014年３月 当社取締役
2016年３月 当社取締役執行役員
2020年３月 当社常務取締役執行役員
2022年３月 当社取締役常務執行役員(現任)

さかの ひろよし

坂野 浩義
2021年３月 当社取締役執行役員
2022年３月 当社取締役上席執行役員(現任)

にしかわ きよひこ

西川 清彦
2021年３月 当社取締役執行役員
2022年３月 当社取締役上席執行役員(現任)

たかの ふみお

高野 二三夫 2022年３月 当社取締役上席執行役員(現任)
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第５号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等
の額改定の件ならびに取締役(社外取締役および監査等
委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬
制度導入の件

１．取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額改定
当社の取締役の報酬限度額は、2016年３月30日開催の第69期定時株主総会において年額

200,000千円以内(ただし、使用人分給与を含まない)とご承認いただいておりますが、当社の
持続的成長の促進を企図した役員報酬制度の見直しや事業環境の変化等を勘案し、取締役の報
酬額を年額250,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない)と改定させていただきたい
と存じます。
本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給基準、現在の役員の員数および今後の

動向等を総合的に勘案しつつ、取締役人事・報酬等諮問委員会の審議を経て取締役会で決定し
ており、相当であるものと判断しております。
また、執行役員を兼務する取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬と

しての役員賞与、および議案の２項でご承認をお願いしている株式報酬で構成する予定として
おります。社外取締役の報酬は、その職責から固定報酬としての基本報酬のみといたします。
なお、現在の取締役は８名(うち社外取締役１名)ですが、第２号議案が原案どおり承認可決

されますと、取締役は７名(うち社外取締役１名)となります。

２．取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度
の導入
今般、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、取

締役と株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、取締役（社外取締役およ
び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）に対し、譲渡制限付株
式の付与のための報酬制度を導入することにつき、ご承認をお願いしたいと存じます。
つきましては、上記の改定後の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して譲渡制

限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金
額として、年額40,000千円以内とし、本制度により発行または処分される当社の普通株式の
総数は年70,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分
割（当社の普通株式の無償割当てを含みます。）または株式併合が行われた場合その他譲渡制
限付株式として発行または処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合
には、当該総数を合理的な範囲で調整します。）といたしたいと存じます。また、各対象取締
役への具体的な配分につきましては、取締役会において決定することといたします。
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なお、当社の現在の対象取締役は７名ですが、第２号議案が原案どおり承認可決されます
と、対象取締役は、６名となります。
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現

物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行または処分を受けるものとし、その１株当
たりの払込金額は各取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終
値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対
象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。また、これによる当社
の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を
含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとします。
（１）対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める

地位を喪失する日までの期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当
てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の
設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

（２）対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間（以下「役務提供期間」という。）が
満了する前に上記（１）のいずれの地位も喪失した場合には、当社の取締役会が正当と
認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

（３）当社は、対象取締役が、役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役
会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間
が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記（２）に定
める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記
（１）に定めるいずれの地位も喪失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数
及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

（４）当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記（３）の定めに基づき譲渡制限が解
除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（５）当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる
株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会
（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合において
は、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、合理的に
定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解
除する。
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（６）上記（５）に規定する場合においては、当社は、上記（５）の定めに基づき譲渡制限が
解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無
償で取得する。

（７）本割当契約における意思表示および通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会
で定める事項を本割当契約の内容とする。

なお、当社は、2022年2月21日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容
に係る決定方針を定めておりますが、本議案をご承認いただくことを条件に、当該方針を本議
案に沿う内容に変更することを予定しております。また、上記のとおり、本割当株式の払込金
額は特に有利な金額とならない範囲の金額とし、希釈化率も軽微であることから、本割当株式
の付与は相当なものであると判断しております。

（ご参考）
当社は、本議案が承認されることを条件に、当社の執行役員に対し、上記譲渡制限付株式と

同様の譲渡制限付株式を付与する予定であります。
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第６号議案 監査等委員である取締役に対する報酬等の額改定
の件

当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年３月30日開催の第69期定時株主総
会の決議において、年額45百万円以内と定めております。その後、コーポレート・ガバナンス
およびコンプライアンスの重要性は一層高まり、監査等委員である取締役の責務が増大している
なか、役員報酬制度の変更等を考慮し、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円
以内に改定いたしたいと存じます。
なお、監査等委員である取締役に対する報酬等の額は、本招集ご通知32頁から33頁に記載の

当社取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に沿うものであり、その内容は相当でありま
す。また、現在の監査等委員の員数は４名でありますが、本定時株主総会終了後も変更はござい
ません。

以 上
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ご参考 当社の取締役会の構成（スキル・マトリックス）
当社は、取締役の選任につきまして、個々の取締役の能力、見識および経験等に基づき、取締

役会全体としての多様性とバランスを確保し、当社の企業価値向上に資する適切な人財を配置す
ることを基本的な方針としております。
上記を踏まえ、取締役会の意思決定機能・監督機能の強化に資する人選を行い、取締役会を構

成しております。なお、以下の取締役会の構成は本総会における取締役選任議案がすべて原案ど
おり承認可決された場合を前提に作成しております。

氏名 企業経営・
組織運営

研究開発・
生産

営業・
マーケティング 財務・会計 法務・

リスク管理 グローバル

田中 義一 ○ ○ ○ ○

斎藤 美雄 ○ ○ ○ ○

庄野 誠一 ○ ○ ○

坂野 浩義 ○ ○ ○ ○

西川 清彦 ○ ○

高野二三夫 ○ ○

百瀬 崇子 社外 ○

澤田 佳伸 監査等
委員 ○ ○ ○

綾部 収治 監査等
委員 社外 ○ ○ ○ ○

玉井 亨 監査等
委員 社外 ○ ○ ○

柿崎 正樹 監査等
委員 社外 ◯ ◯ ◯ ◯

(注)１．上記スキル・マトリックスは、各取締役候補者が有する専門性と経験をもとに４項目を
上限に記載しております。
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２．スキル・マトリックスにおける各項目の選定理由は下記のとおりであります。
スキル項目 スキル項目の選定理由

企業経営・組織運営 事業環境の変化に応じた中長期的に持続可能な成長戦略の策定・実行のためには、
企業経営全般もしくは組織運営に関する知識や経験が必要なため。

研究開発・生産
持続的な発展に向けた技術力・開発力の更なる強化や、品質の高い製品の安定的な
生産・供給を実現するためには、技術・開発・生産に関する知識や経験が必要なた
め。

営業・
マーケティング

持続的な成長に向けた事業の拡大によって収益基盤を強化するためには、営業・マ
ーケティングに関する知識や経験が必要なため。

財務・会計
財務報告の正確性の確保、また、強固な財務基盤を構築し、持続的な企業価値向上
に向けた財務戦略を策定するためには、財務・会計分野における知識や経験が必要
なため。

法務・リスク管理 持続的な企業価値向上の基盤として、取締役会における経営監督の実効性向上を図
るためには、法務・リスク管理に関する知識や経験が必要なため。

グローバル 海外における成長戦略の策定や、海外子会社の経営監督の実効性を確保するために
は、海外事業や海外における組織運営経験が必要なため。
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▎売上高（百万円）

第75期 第76期

▎営業利益（百万円）

第75期 第76期

▎経常利益（百万円）

第75期 第76期

▎親会社株主に帰属する
   当期純利益（百万円）

第75期 第76期

14,503

863 974 694

13,823

646 753 576

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過および成果

① 事業の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が解

除されたことから回復が期待されておりましたが、変異株により再び感染者が増加に転じ
ました。海外においては新規感染者の減少にともない経済活動に持ち直しが見られており
ましたが、ロシア・ウクライナ問題の長期化による資源高、急激な円安による調達コスト
の上昇等、経済活動の先行きは依然不透明な状況が続いております。
当社ユーザーにおきましては、国内および海外経済の動向が極めて不透明なことから、

企業の設備投資への慎重姿勢が強くなってきております。
このような事業環境のなか、当社は新中期経営計画の初年度として、モノづくり力の基

盤強化により、開発スピードの向上を図ると共に、高品質な製品やサービスをタイムリー
に提供するためのしくみ作りに取り組んでまいりました。また、営業面におきましても
Webおよび対面を併用したデモの実施や商談促進等、ユーザーニーズに合わせた積極的
な営業活動を展開してまいりました。
当連結会計年度における受注高は、前年同期において受注した高速道路向け設置型車両

重量計の減少により、14,701百万円と前年同期に比べ4.0％の減少となりました。また、
売上高は電子部品等の部品入手困難にともなう生産遅延等により、13,823百万円と前年
同期に比べ4.7％の減収となりましたが、受注残高は汎用品を中心に前年同期に比べ19.1
％増加いたしました。
利益につきましては、原価率は前年同期に比べ改善いたしましたが、展示会をはじめと

した積極的な営業活動等により販売費及び一般管理費が増加し、営業利益は646百万円と
前年同期に比べ25.1％の減益となりました。また、経常利益は753百万円と前年同期に
比べ22.7％、親会社株主に帰属する当期純利益は576百万円と前年同期に比べ17.0％と
それぞれ減益となりました。
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セグメント別の状況は、次のとおりであります。
期 別

セグメント
の 名 称

前連結会計年度
自 2021年 １月１日
至 2021年12月31日

当連結会計年度
自 2022年 １月１日
至 2022年12月31日

前 年 度 比

金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率
千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

計 測 機 器 13,353,279 92.1 12,646,437 91.5 △706,841 △5.3
コンサルティング 1,150,137 7.9 1,176,856 8.5 26,718 2.3

合 計 14,503,417 100.0 13,823,294 100.0 △680,123 △4.7
（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

計測機器セグメント
汎用品は、需要回復の兆しが見られたものの、電子部品をはじめとした各種部品等の

供給遅れから生産停滞が発生し、売上高は測定器関連機器が1,526百万円と前年同期に
比べ13.5％、センサ関連機器が4,110百万円と前年同期に比べ2.9％、それぞれ減収とな
りました。
特注品関連機器(特定顧客向け製品)は、リピートセンサの端境期等により、売上高は

2,256百万円と前年同期に比べ0.8％の減収となりました。
システム製品関連機器は、高速鉄道向け台車温度検知装置およびダム関連機器が堅調

に推移し、売上高は2,326百万円と前年同期に比べ1.2％の増収となりました。
保守・修理部門は機器修理が減少し、売上高は1,008百万円と前年同期に比べ3.0％の

減収となりました。
以上その他を含め、計測機器セグメントは、売上高が12,646百万円と前年同期に比べ

5.3％の減収となりました。また、セグメント利益（売上総利益）は4,577百万円と前年
同期に比べ0.2％の増益となりました。

コンサルティングセグメント
コンサルティングセグメントは、各種計測業務の販売が堅調に推移し、売上高は1,176

百万円と前年同期に比べ2.3％の増収となりました。また、セグメント利益（売上総利益）
は446百万円と前年同期に比べ1.7％の減益となりました。

なお、海外売上高につきましては、北米が堅調であったものの、中国では新型コロナウイ
ルス感染症の影響が継続し、タイでは前期にあった大口物件をカバーするまでには至らず、
売上高は1,981百万円と前年同期に比べ11.2％の減収となりました。
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② 設備投資の状況
当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は385百万円であり、生産設備の更

新を中心とした機械装置等であります。

③ 資金調達の状況
特記事項はございません。

④ 対処すべき課題
コロナ禍による事業活動の変化やサステナビリティに対する社会の関心の高まり等によ

り産業構造が変化しています。
当社グループは、このような事業環境の変化に適応するため、2022年を初年度とする

新中期経営計画をスタートいたしました。「計測を通じ、お客様と共に社会と人の安全を
実現し、安心な未来をつくる」の経営ビジョンのもと、新中期経営計画に基づく次の重点
施策の確実な実行により持続的な成長と企業価値向上につなげてまいります。

「組織基盤の強化」
開発体制では、組織毎に行っていた開発業務を、顧客視点で一体感をもって協働できる

よう組織を統合し、新開発業務のスピードアップと人材の育成、技術・技能の伝承に取り
組むと共に、既知と新知を融合させることで、成長に向けた新製品の探索に取り組んでま
いります。
生産体制では、品質保証部に新設した信頼性管理課を中心に、社内検査体制等の見直し

により、工程内で早期に不適合製品を発見できるしくみの構築に取り組み、作業のやり直
し等、生産性を損ね収益の悪化につながる部分の改善を進めてまいります。

「顧客ニーズに適応した営業力の強化」
デジタル技術を活用した「攻め」の販促マーケティング力を強化し、多様化する顧客の

要望にスピーディに対応できる営業力を備え、顧客数や汎用品販売高の回復を図ってまい
ります。ポストコロナ時代における営業スタイルの構築に向け、どこに・何を・どう販売
(PR)していくかといった販売戦略の立案、新たな用途開発の推進、成長に向けて欠かすこ
とができない汎用品拡販につながるECサイトの活用等に積極的に取り組むことで、営業
員に対するサポート体制を強化してまいります。
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「既存事業の拡大」
SDGs(持続可能な開発目標)への取り組みが求められるなか、治水・発電用のダム管理

や道路保全といったインフラの維持管理や、洋上風力発電等の再生可能エネルギーの普及
は重要な課題となっております。当社の強みであるコンサルティングやフィールドエンジ
ニアリングの強化により、魅力あるサービスをお客様に提供していくと共に、製品販売の
拡大による既存事業の着実な向上を図るべく、技術者の育成・確保に取り組んでまいりま
す。

「ESG経営への取り組み」
気候変動リスク対策や温室効果ガス削減に寄与するため、CSR推進室が中心となり、持

続可能な未来づくりの実現に向けたサステナビリティ基本方針の策定と推進体制の構築を
図ってまいります。また、太陽光発電設備の導入や社内意識の向上等で環境や社会に貢献
すると共に、人材多様性の確保およびガバナンスの強化により社会的要請にこたえるべ
く、サステナビリティ活動に取り組んでまいります。

株主の皆さまにおかれましては、より一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお
願い申し上げます。
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（2）財産および損益の状況の推移

区 分 第 73 期
2019年度

第 74 期
2020年度

第 75 期
2021年度

第 76 期
2022年度

（当連結会計年度）
売 上 高 （百万円） 15,578 13,846 14,503 13,823
経 常 利 益 （百万円） 1,459 883 974 753
親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 924 566 694 576
１株当たり当期純利益 （円） 33.43 20.51 25.14 20.89
総 資 産 （百万円） 23,935 23,530 24,041 24,207
純 資 産 （百万円） 16,345 16,469 17,091 17,053
（注）「収益認識に関する会計基準」(改正企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を当連結会計年度の期首

から適用しており、当連結会計年度に係る各数値につきましては、当該会計基準等を適用した後の数値と
なっております。

（3）重要な親会社および子会社の状況
① 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金
当社の議決権比率

主要な事業内容
直接 間接 合計

百万円 ％ ％ ％
株 式 会 社 山 形 共 和 電 業 100 100 ― 100 電気機器、測定器の製造販売
株 式 会 社 甲 府 共 和 電 業 20 100 ― 100 電気機器、測定器の製造販売
（注） 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

② 企業結合の経過およびその成果
該当事項はありません。

（4）主要な事業内容
電気機器、測定器等の製造販売ならびに輸出入、諸計測のコンサルタント業務
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（5）主要な営業所および工場
① 当 社

本 社 ・ 工 場 東京都調布市調布ヶ丘３丁目５番地１
山 形 工 場 山形県東根市大字東根甲7057番地24
営 業 所 東京(千代田区)、大阪、名古屋、福岡、広島

札幌、筑波、明石、厚木、北関東(熊谷市)
豊田、宇都宮、東北(仙台市)

② 子会社
株式会社 山形共和電業 山形県東根市
株式会社 甲府共和電業 山梨県甲府市
株式会社 共和計測 東京都調布市
株式会社 ニューテック 兵庫県播磨町
株式会社 共和サービスセンター 東京都調布市
タマヤ計測システム 株式会社 東京都品川区
共和電業（上海）貿易有限公司 中国(上海)
KYOWA AMERICAS INC. アメリカ(ミシガン州ノバイ)
KYOWA DENGYO (THAILAND) CO., LTD. タイ(バンコク)

2023年02月24日 14時44分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



事業報告

28

（6）従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

事業部門の名称 従業員数（名)
計 測 機 器 500
コ ン サ ル テ ィ ン グ 49
全 社 (共 通) 247

合 計 796
（注）1. 従業員数には取締役、執行役員、理事、嘱託および臨時従業員を除いております。

2. 全社（共通）には、管理部門および営業部門を含めております。

② 当社の従業員の状況
区分 従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

名 名 歳 年
男 性 389 0 40.2 15.8
女 性 81 -2 41.4 17.4
合計または平均 470 -2 40.4 16.1

（注） 従業員数には取締役、執行役員、理事、嘱託および臨時従業員を除いております。

（7）主要な借入先
借 入 先 借入金残高

百万円
株式会社 みずほ銀行 800
株式会社 三菱ＵＦＪ銀行 250
株式会社 山形銀行 244
株式会社 山梨中央銀行 200
みずほ信託銀行 株式会社 100
株式会社 りそな銀行 50
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２．会社の状況に関する事項
（1）株式の状況

① 発行可能株式総数 99,570,000株

② 発行済株式総数 28,058,800株
（自己株式719,759株を含む）

③ 株主数 5,703名

④ 大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,336 8.54
共和電業従業員持株会 1,944 7.11
アジア電子工業株式会社 1,893 6.92
共和協栄会 1,409 5.15
光通信株式会社 988 3.61
株式会社チノー 936 3.42
株式会社ニッカトー 841 3.07
株式会社みずほ銀行 660 2.41
富国生命保険相互会社 650 2.37
株式会社三菱UFJ銀行 550 2.01
（注）持株比率は、自己株式(719千株)を控除して計算しております。

⑤ その他株式に関する事項
該当事項はありません。

（2）新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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３．会社役員に関する事項
(1）取締役に関する事項
地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

代表取締役社長 田 中 義 一

取 締 役 斎 藤 美 雄 経営管理･生産･品質部門･
関連会社統括

株式会社山形共和電業代表取締役社長
共和電業（上海）貿易有限公司董事長
KYOWA AMERICAS INC. 取締役社長
KYOWA DENGYO (THAILAND) CO.,LTD.取締役社長

取 締 役 庄 野 誠 一 営業･技術部門統括 株式会社ニューテック代表取締役社長
共和電業（上海）貿易有限公司総経理

取 締 役 国 信 功 国内営業本部長
取 締 役 坂 野 浩 義 経営戦略室長 タマヤ計測システム株式会社代表取締役社長

取 締 役 西 川 清 彦 技術本部長

取 締 役 高 野 二三夫 経営管理本部長
兼財務経理部長

取 締 役 百 瀬 崇 子 矢吹法律事務所弁護士

取締役（常勤監査等委員） 澤 田 佳 伸
取締役（監査等委員） 和 田 敏

取締役（監査等委員） 綾 部 収 治 東京高速道路株式会社社外取締役
東邦化学工業株式会社社外取締役

取締役（監査等委員） 玉 井 亨
（注）1. 当期中の取締役の異動

上記取締役は、いずれも2022年３月30日開催の第75期定時株主総会において選任され就任いたしました。なお、
同総会終結の時をもって、舘野稔氏および砂山晃一氏は任期満了により退任いたしました。

2. 取締役百瀬崇子、和田敏、綾部収治および玉井亨の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
3. 取締役澤田佳伸氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由につきましては、監査

等委員会の監査・監督機能の実効性を確保するため、取締役(監査等委員を除く)および使用人からの情報収集なら
びに重要な社内会議での情報共有および内部監査部門等との十分な連携を行うためであります。

4. 当社は、取締役百瀬崇子、和田敏、綾部収治および玉井亨の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ております。

5. 取締役百瀬崇子氏は、弁護士としての専門的な知識および幅広い経験と、法務に関する相当程度の知見を有してお
ります。

６．取締役和田敏および綾部収治の各氏は、金融機関における実務経験があることから、金融面をはじめとした幅広い
知識と、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。取締役玉井亨氏は、事業会社取締役として管理部
門統括および経理財務等の実務経験があることから、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
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７. 当社は執行役員制度を採用しており、2022年12月31日現在の執行役員の状況は次のとおりです。
地 位 氏 名 地 位 氏 名

代表取締役社長執行役員 田 中 義 一 取 締 役 上 席 執 行 役 員 高 野 二三夫

取 締 役 専 務 執 行 役 員 斎 藤 美 雄 上 席 執 行 役 員 大 原 寿 昭

取 締 役 常 務 執 行 役 員 庄 野 誠 一 上 席 執 行 役 員 青 野 徹

取 締 役 上 席 執 行 役 員 国 信 功 執 行 役 員 長谷川 栄 一

取 締 役 上 席 執 行 役 員 坂 野 浩 義 執 行 役 員 森 島 和 彦

取 締 役 上 席 執 行 役 員 西 川 清 彦

（2）取締役の報酬等
① 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額等

区 分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

支給
人員基本報酬 業績連動報酬等退職慰労引当金

繰入額 退職慰労金

千円 千円 千円 千円 千円 名

取 締 役
（監 査 等 委 員 を 除 く） 153,308 113,209 17,000 23,098 ー 9

(うち社外取締役) (3,600) (3,600) ー ー ー (1)
監査等委員である取締役

（うち社外取締役）
28,695
(14,400)

28,695
(14,400) ー ー ー 5

(4)
合 計

（うち社外取締役）
182,003
(18,000)

141,904
(18,000) 17,000 23,098 ー 14

(5)
（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．業績連動報酬等として、執行役員を兼務する取締役（監査等委員を除く）に対して役員賞与を支給し
ており、当事業年度に計上した役員賞与引当金繰入額17,000千円を記載しております。
役員賞与の算定の基礎となる業績指標は、当該事業年度の役員賞与引当金繰入額を控除する前の税引
前当期純利益であり、その算定方法は、この指標に基づく税引前当期純利益に対し、「役員賞与取扱
内規」に基づく一定割合を乗じた額を支給限度額とし、当該事業年度の目標値に対する達成度合いに
応じた額を役員賞与総額とするものであります。また、その算定理由は、役員賞与は単年度の業績に
基づくと考えているためであります。
なお、当事業年度の業績指標の実績は、損益計算書における税引前当期純利益613,940千円に役員
賞与引当金繰入額17,000千円を加えた額となります。

３．上記のほか、社外取締役が当社の子会社等から受けた役員としての報酬額は、600千円です。
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② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で決議しており、その概要

は以下に記載のとおりです。

Ⅰ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能すると

同時に、個々の取締役が果たすべき責任や成果に対する対価として支給することを基本方針とす
る。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、執行役員を兼務する場合、固定報酬として

の基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与および退職慰労金とする。
執行役員を兼務しない取締役および監査等委員である取締役については、その職責から固定報酬

としての基本報酬のみとする。
報酬限度額（固定報酬および業績連動報酬の総額）は、定款の定めにより監査等委員である取締

役とそれ以外の取締役を区分して、株主総会で決議された金額とし、報酬は金銭報酬として支払う
こととする。
取締役の報酬に関する決定プロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化すること

を目的に、構成員の半数以上を社外取締役とする任意の委員会として「取締役人事・報酬等諮問委
員会」を設置し、各取締役の報酬額の決定にあたっては、諮問委員会による意見を経たうえで決定
する。

Ⅱ 固定報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
固定報酬としての基本報酬は、月額報酬とし、役位、職責、業績、経営情勢および取締役各々の

貢献度等を総合的に勘案して決定する。

Ⅲ 業績連動報酬等の額、算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬である役員賞与は、当該事業年度の役員賞与引当金繰入額を控除する前の税引前当

期純利益を指標と定め、「役員賞与取扱内規」に基づく一定割合を支給限度額とし、当該事業年度
の目標値に対する達成度合いに応じた額を役員賞与総額とする。
なお、支給金額および支給時期については、「取締役人事・報酬等諮問委員会」による意見を経

たうえで取締役会において決議する。

Ⅳ 固定報酬の額と業績連動報酬の額の取締役の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬の額と業績連動報酬の額の取締役の報酬等の額に対する割合は定めない。
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Ⅴ 退職慰労金の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
退職慰労金は、在任期間や期間中の役位および貢献等、当社の定める一定の基準に従い算定した

額を支給する。

Ⅵ 取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
・取締役(監査等委員である取締役を除く)

基本報酬の額は、その算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する代表取締役社長が、
株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、「役員報酬内規」に基づき、役位、職責、業績、
経営情勢および取締役各々の貢献度等を総合的に勘案して決定する。
なお、各取締役の基本報酬額の決定にあたっては、「取締役人事・報酬等諮問委員会」による

意見を経たうえで決定する。
業績連動報酬としての役員賞与の額は、その算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する

代表取締役社長が、取締役会で決議された役員賞与の総額を、役位・貢献状況等、個別支給額の
基準に基づき決定する。
退職慰労金は、在任期間や期間中の役位および貢献等、当社の定める一定の基準に従い算定し

た額とし、その支給にあたっては、株主総会において決議を得るものとする。
・監査等委員である取締役の個人別の基本報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の
範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。

③ 取締役の報酬等が上記②に記載の方針に沿うものであると取締役会が判断した理由等
取締役会は、取締役の個人別報酬等の決定にあたり、「取締役人事・報酬等諮問委員会」の意

見を経たうえで適切に決定していることから、上記の決定方針に沿うものであると判断しており
ます。
また、各取締役（監査等委員である取締役を除く）の固定報酬および業績連動報酬の額の算定

方法の決定権限を代表取締役社長が有すると定めている理由は、権限と責任の一致の観点におい
て、代表取締役社長が最終決定権を有することが適切と判断したためであります。なお、当事業
年度においては、代表取締役社長執行役員である田中義一が決定権限を有しております。

④ 取締役の報酬額に関する株主総会決議に関する事項
区 分 報酬限度額 株主総会決議年月日 決議時点の役員の員数

取 締 役
（監査等委員を除く）

年額200,000千円以内
(使用人給与を含まない）

2016 年 ３ 月 30 日
第69期定時株主総会 取締役７名

取締役（監査等委員） 年額 45,000千円以内 2016 年 ３ 月 30 日
第69期定時株主総会 取締役（監査等委員）３名
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（3）責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423

条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任
限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額となります。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社はすべての取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠
償責任保険（D&O保険）を保険会社との間で締結しております。
当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
・被保険者が会社の役員としての業務について行った行為に起因して生じた会社訴訟、
第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった訴訟費用およ
び損害賠償金等を補填の対象としております。

・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険
者による犯罪行為等に起因する損害等については、補填の対象外としております。

・当該契約の保険料は全額当社が負担しております。
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（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

重要な兼職の状況について、「3.会社役員に関する事項 (1)取締役に関する事項」に記載のとおりであ
ります。兼職先との関係に開示すべき事項はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区分・氏名 取締役会への
出席状況

監査等委員会への
出席状況 主な活動状況

取締役
百瀬 崇子

11回/11回
（100％） ー

弁護士として専門的な知識と幅広い経験等を踏
まえ、公正・中立な立場から経営上有用な指摘、
発言を行っており、社外取締役としての役割・
責務を果たしております。

取締役（監査等委員）
和田 敏

15回/15回
（100％）

15回/15回
（100％）

CIA(公認内部監査人)としての経歴と金融機関に
おける多様な職務経験等を踏まえ、公正・中立
な立場から経営上有用な指摘、発言を行ってお
り、社外取締役としての役割・責務を果たして
おります。

取締役（監査等委員）
綾部 収治

11回/11回
（100％）

10回/10回
（100％）

金融機関および他社の取締役等として培った多
様な経験・見識等を踏まえ、公正・中立の立場
から経営上有用な指摘、発言を行っており、社
外取締役としての役割・責務を果たしておりま
す。

取締役（監査等委員）
玉井 亨

11回/11回
（100％）

10回/10回
（100％）

他社の取締役等として培った多様な経験・見識
等を踏まえ、公正・中立な立場から経営上有用
な指摘、発言を行っており、社外取締役として
の役割・責務を果たしております。

（注）取締役百瀬崇子、綾部収治、玉井亨の各氏は、2022年３月30日開催の第75期定時株主総会において選任
され就任いたしました。なお、就任後に開催された取締役会は11回、監査等委員会は10回であります。

2023年02月24日 14時44分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



事業報告

36

４．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称等 EY新日本有限責任監査法人

（2）報酬等の額
支払額

当社が支払うべき公認会計士法第２条第１項の業務（監査証明業務）につ
いての報酬等の額 39,000千円
当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 39,000千円

（注）１．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、
監査方法および監査内容などを確認、検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399
条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬の額を区分しておりませんので、これらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人が公正不偏の態度および独立の立場を保持し、職業的専門

家として適切な監査を実施しているかを監視し検証すると共に、会計監査人が会計監査を
適正に行うために必要な品質管理の基準を順守しているかどうか等を確認し、監査体制、
独立性および専門性が適切であると判断した場合は、会計監査人の選任議案を決定または
解任・不再任議案を提出しない決定をするものとし、いずれかが不適切で会計監査の適正
性および信頼性に疑義があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任議案を決
定するものとします。
監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第１項各号記載のいずれかに該当する可能

性があると認識した場合は確認のうえ、該当の有無を判断するものとし、監査等委員全員
が該当・解任相当と判断した場合は会計監査人を解任します。また、１人以上の監査等委
員が該当・解任相当と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再
任議案の決定を検討するものとします。
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５．業務の適正を確保するための体制およびその運用状況

（1）業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確

保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 当社ならびに当社の子会社（以下「当社グループ」という）の取締役、執行役員その他これらの者に相
当する者（以下「取締役等」という）および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確
保するための体制
Ⅰ 当社は、社是、信条、企業理念ならびに経営の基本方針を示す「当社の企業倫理と行動基準」を制

定し、当社グループの取締役等および使用人に法令と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを
周知徹底する。

Ⅱ 当社は、コンプライアンスを体系的に規定するコンプライアンス基本規定を取締役会にて定める。
Ⅲ 代表取締役社長は、コンプライアンス全体の統括責任者を任命し、統括責任者はコンプライアンス

体制の構築、維持・整備にあたる。
Ⅳ 統括責任者は、定期的に当社グループのコンプライアンス体制整備についてレビューし、その結果

を常務会、取締役会に報告する。
Ⅴ 当社は、コンプライアンス全体を統括する組織としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプラ

イアンスに係わる行動計画を策定する。また、その下に当社各部門の代表者および子会社の代表者で
構成されるコンプライアンス担当者会議を設置し、行動計画に基づくコンプライアンス教育の実施、
コンプライアンス違反の有無の確認、他社事例の研究等、問題点の把握と改善に取り組む。

Ⅵ 当社グループは、取締役等および使用人が企業倫理・行動基準に違反する行為やその疑いのある行
為を発見した場合に直接通報・相談することができるホットラインを設置する。会社は通報内容を秘
守し、通報者に対し不利益な扱いは行わない。

② 取締役の職務執行に係わる情報の保存および管理に関する体制
Ⅰ 取締役は、職務の執行に係わる以下の重要な文書および重要な情報を、社内規定に基づき担当職務

に従い適切に保存し管理する。
・株主総会議事録と関連資料
・取締役会議事録と関連資料
・取締役が主催するその他の重要な会議の記録および関連資料
・取締役を決定者とする決定書類および付属書類
・その他取締役の職務執行に関する重要な文書
Ⅱ 取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
Ⅲ 上記に定める文書の保管期限は、法令に別段の定めのない限り、社内規定の定めるところによる。
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③ 当社グループの損失の危険に関する規定その他の体制
Ⅰ 当社は、リスク管理を体系的に規定するリスク管理基本規定を取締役会にて定める。
Ⅱ 代表取締役社長は、リスク管理全体の統括責任者を任命し、統括責任者はリスク管理体制の構築、

維持・整備にあたる。
Ⅲ 統括責任者は、リスク管理委員会を定期的に開催し、当社グループのリスク管理の体制整備につい

てレビューを行い、その結果を常務会、取締役会に報告する。
Ⅳ 当社は、リスク管理全体を統括する組織としてリスク管理委員会を設置し、リスク管理に係わる行

動計画を策定する。また行動計画に基づき、リスクの洗い出し、リスクの評価、重点管理リスクの軽
減等に取り組む。

Ⅴ 不測の事態が発生した場合は、経営危機管理規定に従い、代表取締役社長の指揮下に経営危機対策
本部を設置し、迅速・適切な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。

④ 当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
Ⅰ 当社は、取締役会を原則毎月開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行

う。
Ⅱ 当社は、取締役会の機能を強化し経営効率を向上させるため、常務会および執行役員会を定期的に

開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項について報告すると共に機動的に意思決定を行
う。

Ⅲ 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、当社で中期経営計画および年度事業計画を作成
し、当社グループの目標を設定する。また、当社の子会社管理部門より各子会社へ当該計画を周知徹
底し、各子会社においては当該計画に基づいて事業計画等を作成する。

Ⅳ 当社各部門の代表者は、方針管理規定に基づき事業年度の目標達成に向け具体的な実行計画を作成
し、実行を推進する。

⑤ 当社および当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
Ⅰ 当社が定める「当社の企業倫理と行動基準」は、当社グループ各社共通の業務運営方針を定めたも

のであり、これを基本にして当社グループ各社が諸規定を定めるものとする。
Ⅱ 当社は、子会社に役員を配置し、子会社が当社の経営方針に沿って適正に運営されていることを確

認する体制をとる。
Ⅲ 当社は、子会社の経営についてはその自主性を尊重する。一方、子会社は、当社に事業内容、財務

内容を定期に報告し、業務上重要事項が発生した場合は都度報告し、重要案件については事前協議を
行うこととする。
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⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
Ⅰ 当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
Ⅱ 当社は、監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議の
うえ、必要な知見を持った使用人を置くこととする。

⑦ 前項2号の使用人に対する取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項および
当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
Ⅰ 前項にいう監査等委員会の職務を補助するために行う事務について、監査等委員会は、指示により

事務内容について使用人に守秘義務を課すことができる。
Ⅱ 監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、任命された使用人への指揮権は監査等委員会に移譲

されたものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を確保する。
Ⅲ 監査等委員会が指定する補助すべき期間中における、任命された使用人の人事評価および異動は、

監査等委員会の意見を尊重して決定する。

⑧ 当社グループの取締役等および使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制および監査等委員会
への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
制
Ⅰ 当社グループの取締役等および使用人は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼ

すおそれのある事実を発見次第、使用人は速やかに当社各部門の代表者または子会社の代表者に報告
を行い、報告を受けた者および取締役等はコンプライアンス統括責任者に報告するものとする。報告
を受けたコンプライアンス統括責任者は、当社の代表取締役社長に報告すると共に、以下に定める事
項について、監査等委員会に対して報告を行う。

・会社の業績に大きな影響を与える事項
・会社の信用を大きく低下させる事項
・法令、定款、「当社の企業倫理と行動基準」への違反で重大な事項
・その他上記に準ずる事項
Ⅱ 前項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由とした不利益な処遇は、公益通報者保護法

に基づき一切行わない。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制および監査等委員の職務の執
行について生じる費用等の処理に係る方針
Ⅰ 監査等委員は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会および常務

会等の重要会議に出席することができる。
Ⅱ 監査等委員会は、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役等および使用人に説

明を求めることができる。
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Ⅲ 監査等委員会は「監査等委員会規則」および「監査等委員会監査等基準」に基づく独立性と権限に
より、監査の実効性を確保すると共に、内部監査室および会計監査人と連携を保ちながら自らの監査
成果の達成を図る。

Ⅳ 監査等委員の職務の執行について生じる費用については、所定の手続きに従って当社が支払うもの
とする。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
Ⅰ 当社グループの財務報告の作成にあたっては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準および

財務報告を規制する法令に準拠した経理規定を定める。
Ⅱ 代表取締役社長は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備状況および運用状

況について自ら評価し、内部統制報告書として結果報告を行うと共に、不備事項については適時に改
善を実施する。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、コンプライアンスへの重要な取り組みとして、暴力団等の反社会的勢力との関係遮断には毅

然とした態度で臨む。またその旨を「当社の企業倫理と行動基準」の中に定め、当社グループの取締役
等および使用人への周知を徹底すると共に、顧客や取引先との契約に際しては、反社会的勢力排除に関
する条項を取引基本契約書等の中に規定してその排除に努める。さらに当社は、警察等関連機関を通じ
て不当要求等への適切な対応方法や関連情報の収集を行い、事案の発生時には、同機関や顧問弁護士と
緊密に連携して、速やかに対処できる体制を構築する。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社業務の適正を確保

するための体制についての当期運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 内部統制システム全般
当社グループの内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室および内部統制評価委員

会がモニタリングし、改善を進めております。

② コンプライアンス体制
当社は、コンプライアンスプログラムに基づき、当社グループの取締役等および使用人に対し、その

階層に応じて必要なコンプライアンスについて、社内研修での教育および会議体での説明を行い、法令
および定款を遵守するための取り組みを継続的に行っております。また、当社はホットライン運営要領
により相談・通報体制をもうけており、当社グループ各社もこの相談・通報体制を利用することでコン
プライアンスの実効性向上につとめております。

③ リスク管理に対する取り組み
当社は、リスク管理プログラムに基づき、リスク管理委員会を定期的に開催し、当社グループにおけ

る重点管理リスクへの対応状況のモニタリング等、リスク管理体制の運用状況の確認を行っております。

④ 内部監査に対する取り組み
内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社グループの内部監査を実施しております。

⑤ 監査等委員会の取り組み
監査等委員は、取締役会および常務会等の重要会議に出席し、取締役および執行役員より業務執行の

報告を受け、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握しております。また、稟議書類等業務
執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役等および使用人に説明を求めております。監査
等委員会は、内部監査室および会計監査人との連携を保ちながら自らの監査の実効性向上および監査成
果の達成を図っております。

（注） 本事業報告中の記載金額および株式数については単位未満の端数を切り捨てて表示して
おります。
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連 結 貸 借 対 照 表 (2022年12月31日現在)

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） 千円 （負 債 の 部） 千円

流 動 資 産 16,774,687 流 動 負 債 5,124,791
現 金 及 び 預 金 6,704,293 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,573,374
受取手形、売掛金及び契約資産 4,419,348 短 期 借 入 金 1,600,000
有 価 証 券 1,000,000 1年内返済予定の長期借入金 16,668
商 品 及 び 製 品 1,198,584 未 払 法 人 税 等 133,302
仕 掛 品 1,447,169 賞 与 引 当 金 198,790
未 成 工 事 支 出 金 90,891 役 員 賞 与 引 当 金 22,880
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,826,195 執 行 役 員 賞 与 引 当 金 3,000
そ の 他 88,934 設 備 関 係 支 払 手 形 37,396
貸 倒 引 当 金 △730 そ の 他 1,539,379
固 定 資 産 7,432,382 固 定 負 債 2,028,749
有 形 固 定 資 産 4,577,787 長 期 借 入 金 27,776
建 物 及 び 構 築 物 2,557,344 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 126,978
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 413,900 執行役員退職慰労引当金 17,077
工 具、 器 具 及 び 備 品 181,720 退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,636,662
土 地 1,283,396 資 産 除 去 債 務 70,358
建 設 仮 勘 定 19,350 そ の 他 149,896
そ の 他 122,075 負 債 合 計 7,153,540
無 形 固 定 資 産 190,793 （純 資 産 の 部）
そ の 他 190,793 株 主 資 本 16,351,960
投 資 そ の 他 の 資 産 2,663,801 資 本 金 1,723,992
投 資 有 価 証 券 1,543,268 資 本 剰 余 金 1,854,080
従業員に対する長期貸付金 4,825 利 益 剰 余 金 13,032,453
退 職 給 付 に 係 る 資 産 647,973 自 己 株 式 △258,566
繰 延 税 金 資 産 328,634 その他の包括利益累計額 570,156
そ の 他 139,100 その他有価証券評価差額金 551,937

為 替 換 算 調 整 勘 定 144,141
退職給付に係る調整累計額 △125,922
非 支 配 株 主 持 分 131,411
純 資 産 合 計 17,053,528

資 産 合 計 24,207,069 負 債 ・ 純 資 産 合 計 24,207,069
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連 結 損 益 計 算 書 (2022年2022年
１
12

月
月

１
31

日から
日まで)

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 13,823,294
売 上 原 価 8,799,304

売 上 総 利 益 5,023,989
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,377,625

営 業 利 益 646,364

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 57,754
そ の 他 の 収 益 68,772 126,528

営 業 外 費 用
支 払 利 息 9,684
そ の 他 の 費 用 9,511 19,196
経 常 利 益 753,695

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 44,517
固 定 資 産 売 却 益 6,215 50,733
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 804,428

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 271,767
法 人 税 等 調 整 額 △55,141 216,626
当 期 純 利 益 587,802
非支配株主に帰属する当期純利益 11,371
親会社株主に帰属する当期純利益 576,431
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連結株主資本等変動計算書 (20222022
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2022 年 １ 月 １ 日 残 高 1,723,992 1,854,080 12,759,863 △158,593 16,179,342

連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △303,841 △303,841

親会社株主に帰属する当期純利益 576,431 576,431

自 己 株 式 の 取 得 △99,972 △99,972

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 272,590 △99,972 172,618

2022 年 12 月 31 日 残 高 1,723,992 1,854,080 13,032,453 △258,566 16,351,960

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計

その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計

2022 年 １ 月 １ 日 残 高 626,172 84,102 94,145 804,420 108,141 17,091,904

連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △303,841

親会社株主に帰属する当期純利益 576,431

自 己 株 式 の 取 得 △99,972

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) △74,235 60,039 △220,067 △234,264 23,270 △210,993

連結会計年度中の変動額合計 △74,235 60,039 △220,067 △234,264 23,270 △38,375

2022 年 12 月 31 日 残 高 551,937 144,141 △125,922 570,156 131,411 17,053,528
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連結注記表
１．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ９社
連結子会社の名称 ㈱山形共和電業、㈱共和計測、㈱ニューテック

㈱甲府共和電業、㈱共和サービスセンター、
タマヤ計測システム㈱、共和電業(上海)貿易有限公司
KYOWA AMERICAS INC.、
KYOWA DENGYO (THAILAND) CO., LTD.

（2）主要な非連結子会社の状況
該当事項はありません。

（3）持分法の適用に関する事項
持分法適用の非連結子会社および関連会社はありません。

（4）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社９社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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（5）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準および評価方法

有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

棚卸資産 主として移動平均法による原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)

② 重要な固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
(リース資産を除く)

定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）ならびに2016年４月以降に取得した建物附属
設備および構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっております。
無形固定資産
(リース資産を除く)

定額法
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を
採用しております。

2023年02月24日 14時44分 $FOLDER; 47ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



連結計算書類

47

③ 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。

賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま

す。
役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま
す。

執行役員賞与引当金
執行役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しており

ます。
役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支
給額を計上しております。

執行役員退職慰労引当金
執行役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末

要支給額を計上しております。
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④ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理の方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生
の翌連結会計年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用については、税効果を調整の

うえ、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に
計上しております。
なお、一部の連結子会社は退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退

職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適
用しております。

2023年02月24日 14時44分 $FOLDER; 49ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



連結計算書類

49

重要な収益および費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する各セグメントにおける主な

履行義務の内容および当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の
時点)は以下のとおりであります。
当社グループは、ひずみゲージをコア技術とした計測機器の総合メーカーであ

り、力、変位、加速度、圧力、トルクなどの物理量を計測するセンサ関連機器とこ
れら物理量を集録・解析するための測定器関連機器を開発・製造・販売しておりま
す。また、計測機器の設置、計測データの解析および現地計測業務等のコンサルテ
ィング業務、当社製品の点検・修理・再校正等のアフターメンテナンスにより信頼
性の高い計測機器を提供しております。
①計測機器セグメント
計測機器セグメントは、「汎用品」、顧客の要望に応じて設計・製作した「特注

品」、センサ関連機器と測定器関連機器の組合せである「システム製品」および
当社製品のアフターメンテナンスである「保守・修理」で構成されております。
汎用品、特注品および保守・修理につきましては、納入方法により収益を認識

する時点が異なります。工場から直接顧客へ納入される取引は、出荷時から当該
汎用品等の支配が顧客に移転するまでの期間が通常の期間であることから、出荷
時に収益を認識しております。営業担当者が顧客へ納入する取引は、顧客の受領
により収益を認識しております。
システム製品につきましては、主に据付・調整をともなう納入となるため、当

該作業完了後の引き渡し時点に収益を認識しております。
輸出販売につきましては、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づ

きリスク負担が顧客に移転する時点において収益を認識しております。
②コンサルティングセグメント
コンサルティング契約につきましては、一定の期間に履行義務が充足されると

判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき、収益を認識しております。履行
義務の充足に係る進捗度の見積りは、原価総額に対する発生原価の割合に基づき
算定しております。なお、短期間あるいは少額である取引につきましては、完成
時に収益を認識しております。

これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件に基づき
概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

2023年02月24日 14時44分 $FOLDER; 50ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



連結計算書類

50

重要なヘッジ会計の方法
1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため特例処理を採用して
おります。
2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金の利息
3) ヘッジ方針
金利変動による借入債務の金利負担増大の可能性を減殺するために行っておりま
す。
4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ有効性評価については、明らかに高い有効性が認められるため評価を省略し
ております。
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３．会計方針の変更に関する注記
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認

識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービス
の支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金
額で収益を認識することとしております。なお、収益認識会計基準第98項に定める代替的
な取扱いを適用し、製品・商品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客
に移転されるまでの期間が通常であることから、出荷時に収益を認識しております。収益
認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な
取扱いに従っておりますが、当連結会計年度の損益および利益剰余金の当期首残高へ与え
る影響はありません。収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対
照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は当連結会計年度より
「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価

算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19
項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日)第44号-
２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計基準を、
将来にわたって適用することとしております。これによる連結計算書類に与える影響はあ
りません。

４．表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。
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５．会計上の見積りに関する注記
(1)棚卸資産
・当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 4,562,840千円
・識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
棚卸資産は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によって算定し、期末における正味

販売価額が取得原価を下回っている場合には、正味販売価額を帳簿価額としております。
また、営業循環過程から外れて滞留する棚卸資産については、一定の滞留期間を超える場
合に規則的に帳簿価額を切下げる処理を行っております。滞留期間については、当社製品
の販売予測を反映した上で仮定しており、市場環境の悪化等により仮定と異なる結果とな
った場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、棚卸資産に重要な影響を及ぼす可能
性があります。

(2)繰延税金資産の回収可能性
・当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 328,634千円
・識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来の事業計画に基づく課税所得を見積り算定しております。当該見

積りは、事業環境などの変化によって当該前提条件を見直すことが必要となった場合、翌
連結会計年度の連結計算書類において繰延税金資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性が
あります。

６．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 9,312,652千円
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７．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首株式数
（千株）

増加株式数
（千株）

減少株式数
(千株）

当連結会計年度
末株式数
（千株）

発行済株式 普通株式 28,058 ー ー 28,058

自己株式 普通株式 436 282 ー 719
(注)自己株式の増加は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得282千株および単元未満株式

の買取0千株によるものであります。

（2）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
決 議 株式の種類 配当金の総額

(千円)
１株当たりの
配当額(円) 基準日 効力発生日

2022年３月30日
定時株主総会 普通株式 303,841 11 2021年

12月31日
2022年
3月31日

(3) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
2023年３月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たりの
配当額(円) 基準日 効力発生日

2023年３月29日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 355,407 13 2022年

12月31日
2023年
3月30日
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８．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。ま

た、デリバティブは、後述するリスクを回避するために使用しており、投機的な取引は
行わない方針であります。

② 金融商品の内容およびリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクにさらされてお

ります。
有価証券は、短期運用目的の譲渡性預金であり、安全かつ流動性の高いものでありま

す。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに

さらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であり

ます。
借入金の使途は運転資金および設備等投資資金であり、返済期日は最長で約３年であ

ります。借入金の一部は金利の変動リスクにさらされております。
③ 金融商品に係るリスク管理体制

1)信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の信用リスクに対して、社内規定に基づき、外部信用調査機関の信用情

報を基に与信枠を設定し与信管理を行っております。
2)市場リスク(市場価格や金利等の変動リスク)の管理

投資有価証券につきましては、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握し
ております。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施
して支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワッ
プ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法について
は、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性
の評価を省略しております。

3)資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
営業債務や借入金の流動性リスクに対して、月次で資金繰計画を作成するなどの

方法により管理しております。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合は合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んで
いるため、異なる前提条件を採用することにより当該価額が変動することもあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2022年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額について

は、次のとおりであります。
連結貸借対照表
計上額(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

有価証券(※２) 1,000,000 1,000,000 ー
投資有価証券(※３) 1,541,068 1,541,068 ー
資産計 2,541,068 2,541,068 ー

長期借入金(※４) 44,444 44,444 ー
負債計 44,444 44,444 ー
デリバティブ取引(※５) ー ー ー

※１．「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「短期
借入金」は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、記載を省略しております。

※２．短期運用目的の譲渡性預金であり短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

※３．市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額2,200千円)は、「投資有価証券」には
含めておりません。

※４．「長期借入金」には、１年内に期限が到来する金額を含めております。また、時価
は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い
た現在価値により算定しております。

※５．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体
として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載してお
ります。
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（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：時価の算定日において、企業が入手できる活発な市場における同一の

資産または負債に関する相場価格であり調整されていない時価
レベル２の時価：資産または負債について直接または間接的に観察可能なインプットの

うち、レベル1のインプット以外のインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：資産または負債について観察できないインプットを用いて算定した時

価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ
ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベ
ルに時価を分類しております。
時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品

(単位：千円)
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券
譲渡性預金 ― 1,000,000 ― 1,000,000

投資有価証券
その他有価証券
株式 1,541,068 ― ― 1,541,068

長期借入金 ― 44,444 ― 44,444
(注)時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
有価証券
当社が保有している譲渡性預金は、市場での取引頻度が低く活発な市場における相

場価格と認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引され

ているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金は無利子借入金であり、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場

合に想定される利率で割り引いた現在価値により算出しており、その時価をレベル２
の時価に分類しております。
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９．収益認識に関する注記
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
報告セグメント

計
計測機器 コンサルティング

汎用品

測定器関連 1,526,338 ― 1,526,338

センサ関連 4,110,027 ― 4,110,027

汎用品計 5,636,366 ― 5,636,366

特注品 2,256,785 ― 2,256,785

システム製品 2,326,431 ― 2,326,431

保守・修理 1,008,288 ― 1,008,288

その他 1,418,568 ― 1,418,568

各種計測業務 ― 1,176,856 1,176,856

顧客との契約から生じる収益 12,646,437 1,176,856 13,823,294

外部顧客への売上高 12,646,437 1,176,856 13,823,294

(2)収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「２．連結計算書類の作成のための基本とな

る重要な事項に関する注記等 (5)会計方針に関する事項 ④その他連結計算書類の作成
のための基本となる重要な事項 重要な収益および費用の計上基準」の記載のとおりで
あります。
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(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産および契約負債の残高等

（単位：千円）
当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権

売掛金 3,072,125 2,814,902

受取手形 446,022 391,116

電子記録債権 1,100,729 1,072,989

契約資産 167,610 140,339

契約負債 140,250 320,359
契約資産は、一定の期間にわたって履行義務が充足されると判断したコンサルティン

グ契約について、履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識された収益の対価に対する
権利であります。契約負債は主に、製品の引渡前に顧客から受け取った対価であります。
当連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は
140,250千円であります。また、過去の期間に充足(または部分的に充足)した履行義務
から認識した収益の額に重要性はありません。

②残高履行義務に配分した取引価格
当社グループでは残高履行義務に配分した総額および収益の認識が見込まれる取引に

ついては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の
便法を適用し、記載を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 618円97銭
（2）１株当たり当期純利益 20円89銭
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11．重要な後発事象に関する注記
自己株式の消却
当社は、2023年１月30日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、

自己株式の消却を行うことを決議し、自己株式の消却を実施いたしました。
(1)消却の理由 中長期的な株主価値の向上を図るため
(2)消却する株式の種類 当社普通株式
(3)消却する株式の総数 282,900株（消却前の発行済株式総数に対する割合：1.01％）
(4)消却日 2023年２月15日

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表 (2022年12月31日現在)

科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) 千円 (負 債 の 部) 千円

流 動 資 産 13,929,852 流 動 負 債 5,017,987
現 金 及 び 預 金 4,775,140 支 払 手 形 316,222
受 取 手 形 332,925 電 子 記 録 債 務 668,249
電 子 記 録 債 権 1,055,860 買 掛 金 744,922
売 掛 金 及 び 契 約 資 産 2,832,669 短 期 借 入 金 1,600,000
有 価 証 券 1,000,000 未 払 金 42,061
商 品 及 び 製 品 1,003,517 未 払 費 用 754,450
仕 掛 品 902,678 未 払 法 人 税 等 58,116
未 成 工 事 支 出 金 54,635 未 払 消 費 税 等 112,726
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,685,662 契 約 負 債 301,652
前 払 費 用 54,838 預 り 金 186,100
未 収 入 金 225,107 賞 与 引 当 金 144,418
そ の 他 6,816 役 員 賞 与 引 当 金 17,000
固 定 資 産 6,797,241 執 行 役 員 賞 与 引 当 金 3,000
有 形 固 定 資 産 3,786,970 設 備 関 係 支 払 手 形 37,396
建 物 2,371,129 そ の 他 31,670
構 築 物 85,963 固 定 負 債 1,659,748
機 械 及 び 装 置 405,604 退 職 給 付 引 当 金 1,370,915
工 具、 器 具 及 び 備 品 126,618 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 109,213
土 地 684,112 執 行 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 17,077
建 設 仮 勘 定 16,860 資 産 除 去 債 務 70,358
そ の 他 96,680 そ の 他 92,184
無 形 固 定 資 産 185,301
電 話 加 入 権 3,154 負 債 合 計 6,677,735
ソ フ ト ウ ェ ア 59,622 ( 純 資 産 の 部 )
そ の 他 122,523 株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
買 換 資 産 圧 縮 積 立 金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金

13,497,421
1,723,992
1,854,080
1,759,161

94,919
10,177,914

327,360
9,850,554

41,125
8,942,000
867,428

△258,566
551,937
551,937

投 資 そ の 他 の 資 産 2,824,969
投 資 有 価 証 券 1,543,268
関 係 会 社 株 式 272,594
関 係 会 社 出 資 金 50,000
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 90,000
従業員に対する長期貸付金 4,825
差 入 保 証 金 104,609
前 払 年 金 費 用 530,553
繰 延 税 金 資 産 229,117

純 資 産 合 計 14,049,358
資 産 合 計 20,727,093 負 債 ・ 純 資 産 合 計 20,727,093
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損 益 計 算 書 (2022年2022年
１
12

月
月

１
31

日から
日まで)

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 12,921,744
売 上 原 価 9,287,492

売 上 総 利 益 3,634,251
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,558,859

営 業 利 益 75,392

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 353,667
そ の 他 216,322 569,989

営 業 外 費 用
支 払 利 息 9,684
そ の 他 72,490 82,175
経 常 利 益 563,206

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 44,517
固 定 資 産 売 却 益 6,215 50,733
税 引 前 当 期 純 利 益 613,940

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 124,350
法 人 税 等 調 整 額 △24,651 99,698
当 期 純 利 益 514,241
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株主資本等変動計算書 (20222022
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

2022 年 １ 月 １ 日 残 高 1,723,992 1,759,161 94,919 1,854,080

事 業 年 度 中 の 変 動 額

買換資産圧縮積立金の取崩

別 途 積 立 金 の 積 立

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ―

2022 年 12 月 31 日 残 高 1,723,992 1,759,161 94,919 1,854,080
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株 主 資 本

利 益 剰 余 金

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

買換資産圧縮積立金 別 途 積 立 金 繰越利益剰余金 合 計

2022 年 １ 月 １ 日 残 高 327,360 43,227 8,542,000 1,054,926 9,967,513

事 業 年 度 中 の 変 動 額

買換資産圧縮積立金の取崩 △2,101 2,101 ―

別 途 積 立 の 積 立 400,000 △400,000 ―

剰 余 金 の 配 当 △303,841 △303,841

当 期 純 利 益 514,241 514,241

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 ― △2,101 400,000 △187,497 210,400

2022 年 12 月 31 日 残 高 327,360 41,125 8,942,000 867,428 10,177,914
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株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

2022 年 １ 月 １ 日 残 高 △158,593 13,386,993 626,172 626,172 14,013,165

事 業 年 度 中 の 変 動 額

買換資産圧縮積立金の取崩 ―

別 途 積 立 の 積 立 ―

剰 余 金 の 配 当 △303,841 △303,841

当 期 純 利 益 514,241 514,241

自 己 株 式 の 取 得 △99,972 △99,972 △99,972

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) △74,235 △74,235 △74,235

事業年度中の変動額合計 △99,972 110,428 △74,235 △74,235 36,192

2022 年 12 月 31 日 残 高 △258,566 13,497,421 551,937 551,937 14,049,358
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個別注記表
１．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）有価証券の評価基準および評価方法

① 子会社株式 移動平均法による原価法
② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準および評価方法
製品・商品・仕掛品・原材料・貯蔵品

移動平均法による原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)

（3）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）ならびに2016年４月以降に取得した建物
附属設備および構築物については、定額法を採用しており
ます。
なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっております。
② 無形固定資産

（リース資産を除く）
定額法
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。
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（4）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計
上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま

す。
③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
④ 執行役員賞与引当金

執行役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま
す。

⑤ 退職給付引当金
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年
度から費用処理することとしております。

⑥ 役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を

計上しております。
⑦ 執行役員退職慰労引当金

執行役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給
額を計上しております。
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（5）収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する各セグメントにおける主な履行義務の内

容および当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとお
りであります。
当社は、ひずみゲージをコア技術とした計測機器の総合メーカーであり、力、変位、

加速度、圧力、トルクなどの物理量を計測するセンサ関連機器とこれら物理量を集録・
解析するための測定器関連機器を開発・製造・販売しております。また、計測機器の設
置、計測データの解析および現地計測業務等のコンサルティング業務、当社製品の点
検・修理・再校正等のアフターメンテナンスにより信頼性高い計測機器を提供しており
ます。
①計測機器セグメント
計測機器セグメントは、「汎用品」、顧客の要望に応じて設計・製作した「特注品」、

センサ関連機器と測定器関連機器の組合せである「システム製品」および当社製品の
アフターメンテナンスである「保守・修理」で構成されております。
汎用品、特注品および保守・修理につきましては、納入方法により収益を認識する

時点が異なります。工場から直接顧客へ納入される取引は、出荷時から当該汎用品等
の支配が顧客に移転するまでの期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認
識しております。営業担当者による顧客へ納入される取引は、顧客の受領により収益
を認識しております。
システム製品につきましては、主に据付・調整をともなう納入となるため、当該作

業完了後の引き渡し時点に収益を認識しております。
輸出販売につきましては、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリ

スク負担が顧客に移転する時点において収益を認識しております。
②コンサルティングセグメント
コンサルティング契約につきましては一定の期間に履行義務が充足されると判断

し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき、収益を認識しております。履行義務の充
足に係る進捗度の見積りは、原価総額に対する発生原価の割合に基づき算定しており
ます。なお、短期間あるいは少額である取引につきましては、完成時に収益を認識し
ております
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件に基づき概

ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
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（6）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため特例処理を採用してお
ります。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金の利息

③ ヘッジ方針
金利変動による借入債務の金利負担増大の可能性を減殺するために行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ有効性評価については明らかに高い有効性が認められるため評価を省略してお
ります。

３．会計方針の変更に関する注記
収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認
識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支
配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で
収益を認識することとしております。なお、収益認識会計基準第98項に定める代替的な取
扱いを適用し、製品・商品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移
転されるまでの期間が通常であることから、出荷時に収益を認識しております。収益認識
会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っておりますが、当事業年度の損益および利益剰余金の当期首残高へ与える影響は
ありません。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流
動資産」に表示していた「売掛金」は当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表
示することといたしました。

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価
算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項お
よび「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日)第44号-２項
に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計基準を、将来
にわたって適用することとしております。これによる計算書類に与える影響はありません。
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4．表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

5．会計上の見積りに関する注記
(1)棚卸資産
・当事業年度の計算書類に計上した金額 3,646,493千円
・識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
棚卸資産は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によって算定し、期末における正味

販売価額が取得原価を下回っている場合には、正味販売価額を帳簿価額としております。
また、営業循環過程から外れて滞留する棚卸資産については、一定の滞留期間を超える場
合に規則的に帳簿価額を切下げる処理を行っております。滞留期間については、当社製品
の販売予測を反映した上で仮定しており、市場環境の悪化等により仮定と異なる結果とな
った場合、翌事業年度の計算書類において、棚卸資産に重要な影響を及ぼす可能性があり
ます。
(2)繰延税金資産の回収可能性
・当事業年度の計算書類に計上した金額 229,117千円
・識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来の事業計画に基づく課税所得を見積り算定しております。当該見

積りは、事業環境などの変化によって当該前提条件を見直すことが必要となった場合、翌
事業年度の計算書類において繰延税金資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性がありま
す。
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6．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 8,472,316千円

（2）関係会社に対する金銭債権および債務
短期金銭債権 283,209千円
長期金銭債権 90,000千円
短期金銭債務 513,857千円

7．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
（1）営業取引による取引高

①売上高 688,782千円
②仕入高 5,209,191千円
③販売費及び一般管理費 22,914千円

（2）営業取引以外の取引高 457,607千円

8．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類および株式数
普通株式 719,759株
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9．税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産
未払事業税等 11,089千円
賞与引当金 44,220千円
棚卸資産評価減 66,982千円
退職給付引当金 419,774千円
役員退職慰労引当金 38,670千円
投資有価証券評価損 79,825千円
その他 131,772千円
繰延税金資産小計 792,335千円
評価性引当額 △124,032千円
繰延税金資産合計 668,303千円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 18,150千円
その他有価証券評価差額金 243,590千円
前払年金費用 162,455千円
その他 14,989千円
繰延税金負債合計 439,185千円

繰延税金資産の純額 229,117千円
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10．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

属 性 会社等の名称

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(千円) 科 目 期末残高
(千円)

子会社 株式会社
山形共和電業

所有
直接 100％ 当社製品の製造

原材料の有償支給(注１) 1,142,356 未収入金 219,630

製品仕入等(注２) 2,555,864
買掛金 127,821
未払費用 3,618

不動産の賃貸(注３) 90,000 ― ―

子会社 株式会社
甲府共和電業

所有
直接 100％ 当社製品の製造

原材料の有償支給(注１) 883,228 ― ―

製品仕入等(注２) 1,168,861
買掛金 103,983
未払費用 1,462

不動産の賃貸(注３) 38,376 ─ ─
取引条件および取引条件の決定方針等
(注１) 原材料の有償支給は、原価を勘案して、価格を決定しております。
(注２) 製品仕入等は、労務費等の総原価を勘案して、価格を決定しております。
(注３) 不動産の賃貸は、市場実勢を勘案して、合理的に決定しております。

11．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報は、「２．連結計算書類の作成のための基本とな

る重要な事項に関する注記等 (5)会計方針に関する事項 ④その他連結計算書類の作成
のための基本となる重要な事項 重要な収益および費用の計上基準」の記載のとおりであ
ります。

12．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 513円89銭
（2）１株当たり当期純利益 18円64銭
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13．重要な後発事象に関する注記
連結計算書類「連結注記表 11.重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載し

ているため、記載を省略しております。

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年２月16日
株式会社 共 和 電 業
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 廿 楽 眞 明
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 野 祐 平

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社共和電業の2022年１月１日から2022年12月31

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社共和電業及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結
計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年２月16日
株式会社 共 和 電 業
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 廿 楽 眞 明
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 野 祐 平

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社共和電業の2022年１月１日から2022年

12月31日までの第76期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載

内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類
等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード
を講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年1月1日から2022年12月31日までの第76期事業年度における取締役の職務の執行に
ついて監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並

びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の
方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統
制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を
図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を
「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。

2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに
関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2023年２月20日

株式会社 共和電業 監査等委員会
監査等委員(常勤) 澤 田 佳 伸 ㊞
監査等委員 和 田 敏 ㊞
監査等委員 綾 部 収 治 ㊞
監査等委員 玉 井 亨 ㊞

（注）監査等委員和田敏及び綾部収治及び玉井亨は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外
取締役であります。

以 上
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株主総会会場
ご案内図

場 所：東京都調布市調布ヶ丘３丁目５番地１
株式会社共和電業 本社会議室
電 話 042-488-1111（大代）

交 通：京王線 調布駅下車 徒歩約15分

なお、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願いいたします。
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